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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貯蔵室の開口部の両側に設けられたヒンジにより観音開きに回動される一対の扉と、
　前記一対の扉の少なくとも一方の扉の内側に設けられたポケット部と
を備え、
　前記ポケット部が設けられた扉は、
　扉表面を形成する扉外板と、
　前記扉外板に対して断熱空間を介して室内側の面を形成する、射出成形された扉内板と
を備え、
　前記扉内板には、その両側部に前記室内側に延出して形成された板状のビード部が形成
され、
　前記ビード部の内側の根元には当該ビード部と一体成形された溝が形成され、
　前記ビード部の外側には当該ビード部と一体形成された補強用の板状の複数のリブが突
起して設けられ、
　前記複数のリブによって形成された凹みを別部材により覆う
ことを特徴とする冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、貯蔵室の開口部に観音開きの一対の扉を備えた冷蔵庫に関し、特に、扉内
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板の構成に関する。なお、この発明に係る冷蔵庫は、冷凍庫、保管庫、保冷庫等も含むも
のとする。
【背景技術】
【０００２】
　従来の冷蔵庫には、例えば「両側端に設けたヒンジ部によって貯蔵室の前面開口を中央
部から観音開きに開放する左右の扉１２、１３と、この左右扉の各々の室内側に延出して
配設されたポケット用ビード部１５ａを一体に形成した扉内側部材１５と、この扉内側部
材に取り付けられて収納ポケット部２０を形成する扉ポケット部材１６とからなり、前記
扉内側部材１５を射出成形により形成した…」ものが提案されている（特許文献１参照）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３４０３８７号公報（要約、図３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の従来の冷蔵庫（特許文献１）には、左右扉の各々の室内側に延出して配設された
ポケット用ビード部が設けられているが、このビード部は、断熱材側の金型の最小肉厚及
び扉内板の肉厚に相当する構成部分が収納ポケット部側へ飛び出しており、このため、収
納ポケット部の大きさが制約を受けることになり、食品の収納可能な容積が無駄なスペー
スと化している、という問題点があった。
【０００５】
　この発明は、上記のような問題点を解消するためになされたものであり、扉内板のビー
ド部を薄くして、ポケットの食品収納部を広く活用することを可能にした冷蔵庫を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る冷蔵庫は、貯蔵室の開口部の両側に設けられたヒンジにより観音開きに
回動される一対の扉と、前記一対の扉の少なくとも一方の扉の内側に設けられたポケット
部とを備え、前記ポケット部が設けられた扉は、扉表面を形成する扉外板と、前記扉外板
に対して断熱空間を介して室内側の面を形成する、射出成形された扉内板とを備え、前記
扉内板には、その両側部に前記室内側に延出して形成された板状のビード部が形成され、
　前記ビード部の内側の根元には当該ビード部と一体成形された溝が形成され、前記ビー
ド部の外側には当該ビード部と一体形成された補強用の板状の複数のリブが突起して設け
られ、前記複数のリブによって形成された凹みを別部材により覆うものである。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明に係る冷蔵庫によれば、扉内板には、その両側部に室内側に延出して形成され
た板状のビード部が形成され、ビード部の内側には当該ビード部と一体成形された溝が形
成され、その溝に、ポケットの側面外側に形成された凸部を係合するようにしたので、ポ
ケット側への突起が無くなる。このため、ポケット部の大きさが制約を受けることが無く
なり、ポケットの食品収納部を広く活用することがきる。これにより、ポケットの使い勝
手が良くなっている。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の実施の形態１に係る冷蔵庫の正面図である。
【図２】図１の冷蔵庫の断面図である。
【図３】図１の冷蔵庫の左扉及びその周辺部分の詳細を示す横断図である。
【図４】図３の左扉から抽出した扉内板の詳細を示す横断図である。
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【図５】図４の扉内板と金型との関係を示した説明図である。
【図６】図３の扉内板の変形例の詳細を示す横断図である。
【図７】図３と同一部分の比較例の横断図である。
【図８】図４と同一部分の比較例の横断図である。
【図９】図５と同一部分の比較例の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１に係る冷蔵庫の正面図であり、図２は、図１の断面図
である。
　図１の冷蔵庫１００は、一面（前面）が開口した開口部を有する箱状の本体１（断熱箱
体）を備えている。本体１は、鋼板製の外箱１ａと樹脂製の内箱１ｂとを備え、その間に
断熱材１ｃが充填されて形成されている。そして、本体１の開口部には、冷蔵室扉２ａ、
野菜室扉２ｂ及び冷凍室扉２ｃが開閉自在にそれぞれ設けられている。また、本体１の内
部には、例えば上から順に、冷蔵室６、野菜室７及び冷凍室８がそれぞれ形成されており
、その各室に対応して上記の冷蔵室扉２ａ、野菜室扉２ｂ及び冷凍室扉２ｃが設けられて
いる。冷蔵室６には、貯蔵品を収納するため、複数の棚が配置されており、冷蔵室６と野
菜室７との間は仕切り壁１０により仕切られている。また、野菜室７と冷凍室８との間は
仕切り壁１１により仕切られている。
【００１０】
　冷蔵室扉２ａは、冷蔵室左扉２ａ－１及び冷蔵室右扉２ａ－２の一対の扉から構成され
ており、冷蔵室左扉２ａ－１及び冷蔵室右扉２ａ－２は、本体１の開口部の左右に設けら
れたヒンジを介して回動自在に取り付けられており、冷蔵室６を観音開き方式で開閉する
。なお、本実施の形態においては、左右とは、冷蔵庫１００を正面から見たときの左右と
定義する。野菜室扉２ｂ及び冷凍室扉２ｃは、引き出し型の扉であり、図２においてはこ
れらの扉を閉じたとき及び開いたときの状態が重ねて図示されている。
【００１１】
　冷蔵庫１００は、上記のように構成されており、圧縮機（図示せず）を用いた冷凍サイ
クルにより各室（冷蔵室６、野菜室７、冷凍室８）を冷却する冷気を生成する。冷蔵庫１
００の背面側で、内箱１ｂの内側に冷却器室（図示せず）が設けられ、この冷却器室で冷
気が生成される。冷却器室に設けられた冷凍サイクルの蒸発器（図示せず）において、冷
媒と空気とが熱交換することで冷気が生成される。このとき、空気中の水分が蒸発器にお
いて結露し、やがて霜となる。蒸発器に付着した霜は、蒸発器の性能を維持するために定
期的に例えば電気ヒータを用いて溶かされ、蒸発皿（図示せず）に貯留される。蒸発皿に
貯留された除霜水は、例えば冷凍サイクルの凝縮器で加熱されて蒸発する。
【００１２】
　次に、上記の冷蔵室扉２ａについて説明する。
　図３は、上記の冷蔵室左扉２ａ－１及びその周辺部分の詳細を示す横断図、図４は、図
３の左扉の扉内板の詳細を示す横断図であり、図５は、扉内板と金型の関係を示した説明
図である。
【００１３】
　冷蔵室左扉２ａ－１は、図３に示されるように、扉外板１５、扉内板１６及び断熱材２
２を備えている。扉外板１５は、扉表面を形成する断面コ字状の鋼板製の板材から構成さ
れている。扉内板１６は、扉外板１５に対して断熱空間を介して取り付けられ、室内側の
面を形成している。扉外板１５と扉内板１６とによって形成される空間の上下の開口部は
キャップ部材により閉塞され、内部空間には断熱材２２が充填され、扉外板１５、扉内板
１６及び断熱材２２が一体化されて冷蔵室左扉２ａ－１が構成されている。扉内側には庫
内側へ突出する複数のポケット部１７が配置されるとともに、扉内側周縁にはガスケット
１８が取り付けられて室内冷気の外部流出を防いでいる。また、冷蔵室左扉２ａ－１の内
部空間に充填された断熱材２２の一部をを貫通してヒンジ２０が本体１に取り付けられて
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おり、このヒンジ２０により冷蔵室左扉２ａ－１の回動動作が可能になっている。
【００１４】
　扉内板１６は、射出成形されたものであり、図４に示されるように、その両側部には薄
板状のビード部１６ａが冷蔵室内側に突起して形成されており（図４の横断図では上方向
）、ビード部１６ａの内側の根元には凹溝１６ｂが形成されており、この凹溝１６ｂには
、ポケット部１７の側面１７ｂに形成された凸部１７ａが収納されて係合する。また、ビ
ード部１６ａの外側にはポケット部１７とは反対側に突起した凸リブ１６ｄが複数個HUKU
SU形成されており、これは扉内板１６を補強する機能を果たしている。なお、ここでは、
冷蔵室左扉２ａ－１について説明したが、冷蔵室右扉２ａ－２は、冷蔵室左扉２ａ－１に
対して対称な形状になるが、その基本的な構成は同じである。
【００１５】
　本実施の形態は、意匠性を低下させずに、ポケット部１７の食品収納部を極限まで広く
活用することができる冷蔵庫１００を提供しようとするものであるが、まず、図７、図８
及び図９に示される比較例について、冷蔵室左扉２ａ－１の扉内板１６とポケット部１７
の構造について説明する。
【００１６】
　図７は、図３と同一部分の比較例の横断図、図８は、図４と同一部分の比較例の横断図
であり、図９は、図５と同一部分の比較例の説明図である。
　扉内板１６は、ＰＰ、ＡＢＳ樹脂等による射出成形により形成されている。扉内板１６
は、図８の矢印の方向に摺動可能な金型２１０、２１１、２１２により形成され、そして
、ビード部１６ａの内側に形成された係合用の凹溝１６ｂに、ポケット部１７の側面１７
ｂに設けられた凸部１７ａを係合させている。
【００１７】
　このような扉内板１６の場合では、ビード部１６ａが、金型の肉厚とビード部１６の内
側と外側の両方肉厚とにより幅が大きくなり、また、ビード部１６ａの内側に凸部１６ｅ
を形成しているため、ポケット部１７の側面１７ｂは凸部１６ｅよりも内側になる必要が
ある。したがって、必然的にポケット部１７の収納部幅が狭くなってしまうという問題点
があった。
【００１８】
　しかし、本実施の形態による扉内板１６は、図５の矢印３０ａ～３０ｃに摺動可能な金
型２０１、２０２、２０３、２０４、２０５により板状に成形される。そして、ビード部
１６ａの外側に凸リブ１６ｄを設けて強度を保持するようにしている。ビード部１６ａは
このように形成されているので、従来の射出成形の扉内板１６に比べてビード部１６ａの
幅を極限まで狭くできるので、その分をポケット部１７の食品収納部の幅方向を外側へ拡
大することができる。
【００１９】
　なお、扉内板１６の凸リブ１６ｄによって形成される凹部１６ｃを、図６に示されるよ
うにシール等の別部材２３により覆うようにしてもよい。このように凹部１６ｃを覆うこ
とにより、凹部１６ｃの空気断熱により冷蔵室６の冷気が外部へ流出するのを防ぎ、消費
電力量を軽減できる。
【符号の説明】
【００２０】
　１　本体、１ａ　外箱、１ｂ　内箱、１ｃ　断熱材、２ａ冷蔵室扉、２ａ－１　冷蔵室
左扉、２ａ－２　冷蔵室右扉、２ｂ　野菜室扉、２ｃ　冷凍室扉、６　冷蔵室、７　野菜
室、８　冷凍室、１０　仕切り壁、１１　仕切り壁、１６　扉内板、１６ａ　ビード部、
１６ｂ　凹溝、１６ｃ　凹部、１６ｄ　凸リブ、１７　ポケット部、１７ａ　凸部、１７
ｂ　ポケット側面、１８　ガスケット、２０　ヒンジ、１００　冷蔵庫。
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